
PAZ

UPZ

丹波の森公苑

三木総合防災公園

福井県におけるUPZから県外避難先施設までの広域避難経路

姫路市・市川町・福崎町・神河町・三木市・

加東市・丹波篠山市・丹波市・西脇市・

多可町・加西市・小野市

国道303号→国道161号→名神高速

→中国自動車道→山陽自動車道

国道162号→府道12号
→国道27号→国道9号
→国道173号

川西市・伊丹市・三田市

猪名川町・宝塚市

あさ  ご     し

や    ぶ     し

か    み   ちょう

ふくさきちょう かみかわちょう

か   とう    し たん  ば   ささ やま   し

た     か ちょう か  さい   し

かわにし し

い     な がわ ちょう

 福井県は、県内避難が基本であり、県外避難先への経路設定は、災害状況等に応じ柔軟に対応。
 県外避難先への経路について、想定される経路を記載。

舞鶴東ＩC もしくは大飯高浜IC

⇒舞鶴若狭自動車道

小浜IC・小浜西IC→舞鶴若狭自動車

道→春日IC →北近畿豊岡自動車道

又は

国道162号→府道12号→国道27号→

国道9号→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動

車道→春日IC →北近畿豊岡自動車道

豊岡市・朝来市・

養父市・新温泉町・

香美町
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や ぶ し

あさ ご し

か み ちょう

とよ おか し

しん おん せん ちょう

小浜IC・小浜西IC→舞鶴若狭自

動車道→中国自動車道（→山

陽自動車道）

又は

国道162号→府道12号→国道

27号→国道9号→福知山ＩＣ→

舞鶴若狭自動車道→中国自動

車道（→山陽自動車道）

ひめ   じ    し いちかわちょう み   き      し

たん ば  し にし わき   し

お  の     し

い たみ し さん だ   し

たからづかし

ふくちやま

まいづるわかさ ちゅうごく

さんよう

まいづるわかさふくちやま

かすが きた きんき とよおか

たんば こうえん

まいづるひがし おおいたかはま

まいづるわかさ

みき

めいしん

ちゅうごく さんよう

自家用車で県外避難を実施する際に
は、「車両一時保管場所※」に立ち寄り
自家用車からバスに乗り換えてから避
難先へ向かう。

※自家用車からバスへの乗換、避難先施設へ
の振分け等の機能を担う場所として、災害の状
況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地
をあらかじめ準備。

は車両一時保管場所候補地を示す

コウノトリ但馬空港
たじま

まいづるわかさ

ちゅうごく さん

よう

おばま おばまにし

おばま おばまにし まいづるわかさ

かすが きた きんき とよおか



おおい町

名田庄地区

自然災害により孤立した場合の対応（福井県）

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体

の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定。

 UPZでは、全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
 UPZの半島部において、自然災害の発生により住民が孤立した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）や漁港を活用し、空路

や海路による避難を実施。また、空路や海路での避難体制が整うまで放射線防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避
を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 UPZの中山間地域においても、集落へのアクセス道が寸断され、住民が孤立化した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）を
活用し、空路による避難を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路
交通の確保に努める。

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護対策施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

半島部 該当地区名 整備場所

内浦半島 高浜町内浦地区

旧音海小中学校グラウンド

内浦小中学校グラウンド

日引漁港

常神半島 若狭町西浦地区 常神漁港駐車場

敦賀半島 美浜町東地区 関西電力(株)県道沿用地駐車場

中山間地域 該当集落名 整備場所

おおい町名田庄地区 槇谷、虫鹿野、虫谷、木谷、堂本 名田庄中学校グラウンド

小浜市口名田地区 西相生、奥田縄、須縄 口名田小学校グラウンド

〃 遠敷地区 上根来、下根来 旧遠敷小学校グラウンド

若狭町熊川地区 河内 旧熊川小学校グラウンド

美浜町新庄地区 新庄 旧新庄小学校グラウンド

うち うら

つね がみ

な   た しょう まきだに むし が の むしだに  き だに どう  もと

くち  な   た にし  あい おい  おく だ の す の

おにゅう かみね ご り   しも  ね ご  り

こ う ち

Ｈ

常神漁港駐車場若狭町みさき漁村体験施設
「みさきち」

放射線防護対策施設
（収容可能者数：約100人）

屋内退避施設
（収容可能者数：約400人）

＜ＵＰＺ半島部における臨時ヘリポート整備場所＞ ＜ＵＰＺ中山間地域における臨時ヘリポート整備場所＞

若狭三方漁業協同組合

屋内退避施設
（収容可能者数：約220人）

常神漁港

小川漁港

遊子漁港

半島部（例） 若狭町常神半島

中山間地域（例） おおい町名田庄地区

堂本

槇谷

虫鹿野

木谷

虫谷

Ｈ

名田庄中学校

屋内退避施設
（収容可能者数：約770人）

名田庄小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：約1,410人）
わかさ   みかた

ゆうし

里山文化交流センター
屋内退避施設

（収容可能者数：約1,054人）
名田庄中学校

グラウンド

くまがわくまがわ
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つね がみ

な た  しょう

たかはまちょう  うちうら

わかさちょう  にしうら

おとみ

うちうら

ひびき

つねかみ

つるが みはまちょう  ひがし

ちょう

おばまし

わかさちょう 

みはまちょう  しんじょう しんじょう

なたしょう

くちなた

おにゅう

しんじょう

わかさちょう

つねかみ

つねかみ

おがわ

ちょう

さとやま

ちょう

なたしょう

なたしょう

なたしょう

なたしょう

どう  もと

まきだに

むしがの

き だに

むしだに

わかさちょう

あっとほーむいきいき館

屋内退避施設
（収容可能者数：約270人）



京都府におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL１に該当すると特定された
地域及びOIL２に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、当該地域の関係市町原子力災害対策本部等より、防
災行政無線、広報車、ホームページ、緊急速報メールサービス、テレビ、ラジオ等を用いて一時移転
等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。
 京都府では、渋滞抑制の観点から、原則バスによる移動を実施。

＜UPZ市町の避難先＞

※ 令和7年4月1日時点

関係市町原子力災害対策本部等

一時移転等の指示

屋内退避

※バス等による移動

一時移転等対象者

徒歩等

バス等

避難先施設

一時集合場所

住民

市町名 府内避難先 府外避難先

舞鶴市
70,513人

京都市、宇治市、城陽市、向日市

兵庫県
神戸市、尼崎市、

西宮市
（合計59,657人）

徳島県
鳴門市、松茂町、

北島町
（合計14,674人）

綾部市
1,223人

福知山市、亀岡市

兵庫県

たつの市、太子町、

 佐用町

（合計1,223人）

南丹市
2,739人

南丹市内 洲本市、南あわじ市
（合計2,739人）

京丹波町
213人

京丹波町内 芦屋市
（合計：213人）

京都市
235人

京都市内 －

きょう たん  ば ちょう

なん たん し

じょうよう し むこ う し

たい し   ちょう

す もと し
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 さ    よう ちょう

避難退域時検査場所

まい  づる  し

あや べ し

きょう  と し

う じ   し

ふく ち   やま  し かめ おか   し

こう  べ    し あまがさきし

にしのみやし

なる と    し まつしげちょう

きたじまちょう

あし   や     し

きょう  と     し

なん たん   し

きょう たん  ば ちょう

きょう  と     し

し

みなみ   し



舞鶴市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
まい  づる し 

三段池公園

長田野公園体育館

UPZ
PAZ

丹波自然運動公園

【主な府外避難経路①（神戸市、尼崎市、西宮市） 】

府道28号→舞鶴東IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国

自動車道→（神戸市：神戸三田ＩＣ→六甲北有料道路、尼崎

市・西宮市：宝塚ＩＣ→県道42号線）

【主な府外経路②（鳴門市、松茂町、北島町） 】
府道28号→舞鶴東IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国

自動車道→神戸三田IC→六甲北有料道路→神戸北IC→山陽

自動車道→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→鳴門北IC

鳴門市

北島町
松茂町

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

舞鶴市

【主な避難経路】

国道175号→府道55号→国道9号→

丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道→大山崎

ＪＣＴ→京滋バイパス→宇治西ＩＣ

【広域避難先（府外避難）】
徳島県

＜倉梯＞

 鳴門市（市立大津西小学校、他33か所）

＜三笠＞

 松茂町（松茂町役場、他14か所）

＜倉梯第二＞

 北島町（北島町武道館、他17か所）

※避難元地区はいずれも小学校区表記

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜志楽、朝来、大浦、新舞鶴、中舞鶴、

与保呂､池内、高野＞

神戸市 （東灘体育館、他64か所）

＜余内、吉原､明倫＞

 尼崎市（竹谷小学校、他82か所）

＜中筋、池内、福井、由良川＞

 西宮市（小松小学校、他50か所）

※避難元地区はいずれも小学校区表記

し   らく    あせく  おおうら しんまいづる なかまいづる

よ ほ ろ  いけうち たかの

あまうち      よしわら めいりん

なかすじ      いけうち  ふくい   ゆらがわ

くらはし

【広域避難先(府内避難）】

京都市・宇治市・城陽市・向日市

＜志楽、朝来、大浦、新舞鶴、三笠、倉梯、

倉梯第二、与保呂、中舞鶴、余内、明倫＞

 京都市（京都市東山青少年活動セン
ター、他115か所）

＜池内、中筋、由良川＞

 宇治市（伊勢田小学校、他32か所）

＜高野、福井＞

 城陽市（寺田南小学校、他16か所）

＜吉原＞

 向日市（市民体育館）
※避難元地区はいずれも小学校区表記

じょうよう   し         むこう    し

し  らく  あせく  おおうら      しんまいづる みかさ  くら  はし

くらはしだいに  よ    ほ    ろ    なかまいづる      あまうち  めい りん

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルー
トを活用し避難を実施。

【主な避難経路】

国道27号→舞鶴西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→

綾部ＪＣＴ→京都縦貫自動車道→京丹波みず

ほIC→国道173号→国道9号→丹波IC→京都

縦貫自動車道→沓掛ＩＣ
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たんば きょうとじゅうかん おおやまざき

けいじ うじにし
まいづるにし まいづるわかさ

きょうとじゅうかんあやべ きょうたんば

たんば きょうと

じゅうかん くつかけ

ひがしなだこうべし

あまがさきし

にしのみやし

さんだんいけ

おさだの

たんば

なるとし おおつにし

まつしげちょう まつしげちょう

くらはしだいに

きたじまちょう きたじまちょう

きょうとし う じ    し

みかさ

きょうとし きょうとし ひがしやま

いけうち なかすじ        ゆらがわ

う じ    し いせだ

たかの ふくい

じょうようし てらだみなみ

よしわら

むこう   し

こうべし あまがさきし にしのみやし

まいづるひがし まいづるわかさ よかわ ちゅうごく

こうべし こうべさんだ ろっこうきた あまがさき

し にしのみやし たからづか

なるとし まつしげちょう きたじまちょう

まいづるひがし まいづるわかさ よかわ ちゅうごく

こうべさんだ ろっこうきた こうべきた さんよう

こうべにし こうべ あわじ     なると なるときた

なるとし

きたじまちょう

まつしげちょう

たけや

こまつ



綾部市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
あや  べ     し

三段池公園

UPZ

PAZ

丹波自然運動公園

【主な府外避難経路】

府道1号→国道27号→府道8号→府道77号→綾部IC →舞鶴若狭自動車

道→吉川JCT →中国自動車道→（たつの市・太子町：福崎ＩＣ→播但連

絡有料道路→山陽姫路東ＩＣ→山陽自動車道→龍野ＩＣ（至たつの市）、

山陽姫路西ＩＣ（至太子町）、佐用町：佐用IC）

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜東八田（大又自治会）＞

たつの市（揖保川ときめきセンター）

＜中上林＞

太子町（町民体育館、他5か所）

＜奥上林＞

佐用町（上月体育館、他1か所）

【広域避難先（府内避難）】

亀岡市

＜奥上林、中上林、東八田（大又自治会）＞

亀岡市（東別院町ふれあいセンター、他12か所）

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

おくかんばやし なかかんばやし  ひがしや た おおまた

ひがしやた   おお また

なかかんばやし

たいしちょう

おくかんばやし

さ  ようちょう

佐用町
亀岡市

【広域避難先（府内避難）】

福知山市

＜奥上林、中上林、東八田（大又自治会）＞

福知山市（三段池公園総合体育館、他6か所）

おくかんばやし なかかんばやし ひがしや た おおまた

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な府内避難経路②】

府道1号→国道27号→府道8号→

府道77号→府道74号

綾部市

綾部市中央公民館

福知山市

太子町

【主な避難経路①】

府道1号→国道27号→京丹波わちIC→京都縦貫自

動車道→京丹波みずほIC→国道173号→国道9号

→丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道→亀岡IC
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ふくちやまし

ふくちやまし さんだんいけ

あやべし

さんだんいけ たんば

ふくちやまし
あやべし

きょうたんば きょうとじゅうかん

きょうたんば

きょうとじゅうかんたんば かめおか

さ  ようちょう

たいしちょう

いぼがわし

かめおかし

かめおかし ひがしべついんちょう

かめおかし

あやべ まいづるわかさ

よかわ ちゅうごく し たいしちょう ふくさき ばんたん

さんようひめじひがし さんよう たつの し

さんようひめじにし たいしちょう さ  ようちょう さ  よう

こうづき



南丹市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
なん  たん  し 

UPZ

PAZ

丹波自然運動公園

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜福居、盛郷、豊郷、鶴ヶ岡、高野、知井、平屋（内久保、

大内、荒倉、野添、安掛）＞

 洲本市（洲本市文化体育館 他8か所)

＜平屋（深見、長尾、又林、上平屋、下平屋）、大野、宮島＞

 南あわじ市（阿那賀地区公民館、他8か所）

ふく い もり さと    とみ  さと      つるがおか    たかの       ち い   ひら や      うち く    ぼ 

おおうち   あらくら    の ぞえ      あ  がけ

あ な が

ひらや  ふかみ ながお  またばやし     かみ ひら や    しも ひら や  おおの       みやじま

す  もと   し

なん たん  し

洲本市

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【避難先（市内避難）】

南丹市内

＜福居、盛郷、豊郷、鶴ヶ岡、高野、知井、平屋、大

野、宮島＞

南丹市（園部北部コミュニティセンター、他12か所)

なん たん  し

【主な避難経路】
国道162号→府道12号
→国道27号→国道9号

南丹市
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 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

【主な府外避難経路】

国道162号→府道12号→国道27号→国道9号→国道173

号→国道372号→県道306号→但南篠山口IC→舞鶴若狭

自動車道→吉川JCT→中国自動車道→神戸三田IC→六

甲北有料道路→神戸北IC→山陽自動車道→三木JCT→

山陽自動車道→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→

（洲本市：洲本IC、南あわじ市：あわじ南ＩＣ）

たんば
なんたん し

す  もと   し

たんなんささやまぐち まいづるわかさ

よかわ ちゅうごく こうべさんだ ろっ

こうきた こうべきた さんよう みき

さんよう こうべにし こうべ あわじ     なると

す  もと   し す  もと みなみ し みなみ

南あわじ市
みなみ し

す  もと   し

みなみ し

ふく い もり さと    とみ  さと      つるがおか    たかの       ち い   ひら や      おお

の  みやじま

なん たん  し そのべ



京丹波町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
きょう たん ば ちょう

UPZ

PAZ

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜上乙見、西河内、下粟野、細谷、上粟野、仏主＞

 芦屋市（芦屋市立朝日ヶ丘小学校、他３か所）

丹波自然運動公園

【主な府外避難経路】

府道59号→国道27号→丹波IC→京都縦貫自動車

道→大山崎JCT→名神高速道路→吹田JCT→西宮

IC→国道43号

かみおと み にしかわ うち  しも あわの      ほそたに   かみあわの       ほどす

芦屋市

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【避難先（町内避難）】

京丹波町内

＜上乙見、西河内、下粟野、細谷、上粟野、仏主＞

京丹波町（三ノ宮基幹集落センター、山村開発センターみずほ）

きょうたんばちょう

京丹波町

かみおと み にしかわ うち  しも あわの      ほそたに   かみあわの       ほどす

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。
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【主な避難経路】
府道51号→府道12号→国道27号→国道9号

たんば

たんば きょうとじゅうかん

おおやまざき めいしん すいた にしのみや

きょうたんばちょう

きょうたんばちょう さんのみや

あしやし あしやし あさひがおか



京都市におけるUPZから避難先施設までの主な経路

PAZ
UPZ

ゼミナールハウス

【避難先（市内避難）】

京都市

＜左京区（久多、広河原）、右京区（京北

上弓削町上川行政区）＞

京都市（元京北第三小学校、花背山の家、

大原小中学校）

かみゆげちょう   かわかみ

さきょうく く     た     ひろ   がわら うきょうく          けいほく

はな せ                                   

    だい こく  だに

大黒谷キャンプ場

はな  せ 

花背山の家

【主な避難経路】

①府道110号→府道781号 →国道367号
②府道38号→国道477号
③国道162号

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

京都市が準備する簡易
検査場所候補地

①

②③

京都市
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 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

きょう と し

きょうとし

きょうとし

きょうとし けいほくだいさん

おおはら



自然災害により孤立した場合の対応（京都府）

 UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
 UPZの半島及び沿岸部、中山間地域については、自然災害の発生により、道路が使用できず住民が孤立した場合に備え、臨

時ヘリポートを整備。また、海路や空路での避難体制が整うまでは、放射性防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避
を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道
路交通の確保に努める。

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

Ｈ

Ｈ

船舶による避難

ヘリによる避難

水ヶ浦漁港

田井漁港成生漁港

野原漁港

半島部（例） 舞鶴市大浦半島

大浦会館
放射線防護対策施設
（収容可能者数：60人）

屋内退避施設
（収容可能者数：150人）

大浦小学校

屋内退避施設
（収容可能者数：300人）

大浦小学校
グラウンド

大丹生コミュニティ
センターグラウンド

舞鶴火力発電所桟橋

西大浦漁港

大丹生コミュニティセンター
屋内退避施設

（収容可能者数：270人）

おお にゅう

竜宮浜漁港
りゅうぐうはま

成生漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：60人）

なり う

田井漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：100人）

た い

田井原子力防災
センターグラウンド

中山間地域（例） 綾部市奥上林地区

八代・川原・小仲

Ｈ奥上林研修センター
グラウンド

奥上林公民館
（綾部市林業者等健康管理センター）

放射線防護対策施設
（収容可能者人数：140人）

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港施設

：放射線防護対策施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

おく かん ばやし

こ なかかわ ら
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田井原子力防災センター

放射線防護対策施設
（収容可能者数：80人）

Ｈ

まい づる し おお うら

なり う た い

の はら

みずがうら

まいづる

た い

た い

おお うら

おお うら

おお うらにし おお うら

おお にゅう

あや べ し

おくかんばやし

おくかんばやし

あやべし

や しろ



滋賀県におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL1に該当すると特定された地

域及びOIL2に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、高島市災害対策本部より、防災行政無線、広報車、

ホームページ、緊急速報メールサービス、テレビ、ラジオ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。

 滋賀県では、渋滞抑制の観点から、原則バスによる移動を実施。

 バス等による避難においては、身体的な負担を考慮し、避難中に休憩をとるなど健康に配慮した避

難を行う。

＜UPZ市町の避難先＞

※令和7年4月1日時点

市町名 県内避難先 県外避難先

高島市
（372人）

高島市内 大阪府
大阪市、枚方市

高槻市
（合計：372人）

地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、高

島市内、県内避難を優先的に検討し、自然災害等により

県内での受入れが困難な場合は県外に避難。

一時移転等の指示

屋内退避

一時移転等対象者

徒歩等

バス等

避難先施設

一時集合場所

住民

※滋賀県は原則バス避難
のため、一時集合場所を
経由して一時移転等を行う
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避難中継所

高島市災害対策本部

たか しま     し
おお  さか    し ひら  かた    し

たか  つき    し

たか  しま       し

たか   しま      し

たか

しま   し

たか しま     し



【広域避難経路（県外）】

＜今津地域＞

国道303号→避難中継所（今津総合運動公

園）→県道534号→国道161号→名神高速

道路（大山崎IC）→国道171号→高槻市

（又は）

国道303号→避難中継所（今津総合運動公

園）→県道534号→国道161号→京都東

IC→名神高速道路→ 京都南IC→京阪国道

→枚方市

＜朽木地域＞

（県道781号→）県道23号→国道367号→

国道303号→避難中継所（今津総合運動

公園）→県道534号→国道161号→京都東

IC→名神高速道路→第二京阪道路→

門真IC→大阪市

【凡例】

避難中継所（避難退域時検査場所）候補地 避難先

市内避難経路 広域避難経路 その他の主要な避難経路

広域避難先

（大阪市・枚方市・高槻市）

大阪市

枚方市

高槻市

くつき

今津総合運動公園

避難先（市内）

（今津中学校ほか２か所）高島市
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たか    しま     し 

たか しま   し

高島市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
たか  しま し

たか     しま        し

たか     しま        し

いまづ

たか しまし
いまづ

おおさか し ひらかた し たかつきし

おおさか し

ひらかた し

たかつきし

いまづ

めいしん

おおやまざき たかつきし

いまづ

きょうとひがし

めいしん きょうとみなみ けいはん

ひらかた し

きょうとひがし

めいしん だいにけいはん

かどま おおさか し

 滋賀県及び高島市は、警戒事態で災害警戒本部を設置し、施設敷地緊急事態で災害対策本部に移行。

 滋賀県は住民の一時移転等に備え、滋賀県バス協会に災害等の緊急時における人員輸送に関する協定に基づき、バスの派遣準備を

要請。

 高島市は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、一時移転等の対象となる各地区に職員を配置。

 市内、県内避難を優先的に検討し、自然災害等により県内での受入れが困難な場合は県外に避難。

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルートにより避難を実施。

いまづ

くつき

【高島市内の避難経路】

＜今津地域＞

国道303号→避難中継所（今津総合運動公

園）→県道534号→今津中学校

＜朽木地域＞

（県道781号→）県道23号→国道367号→

国道303号→避難中継所（今津総合運動公
園）→国道161号→県道23号→グリー

ンパーク想い出の森、朽木中学校

たか しまし

いまづ

いまづ

くつき

くつき

いまづ

いまづ

たか しまし

たか しまし

いまづ



今津総合運動公園

グリーンパーク
想い出の森

Ｈ

Ｈ

＜凡例＞

：集会所（集合予定人数）

：一時集合場所（集合予定人数）

：ヘリポート適地等

：重点的に復旧が必要な避難経路

：避難経路

ECC学園高等学校
（27人）

朽木公民館
（205人）

Ｈ

Ｈ

天増川集会所

（天増川区7世帯8人）

朽木西小学校

（生杉区10世帯15人）

（小入谷区11世帯18人）

  （中牧区4世帯4人）    

（古屋区4世帯9人）

京都精華大学朽木

グラウンド

桑原集会所

（桑原区8世帯11人）
雲洞谷集会所

（雲洞谷区31世帯66人）

角川ヴィラグラウンド

木地山集会所

（木地山区7世帯11人）

角川ヴィラ

（94人）

Ｈ

Ｈ

朽木西小学校

グラウンド

地子原集会所

（地子原区27世帯49人）

地良々会館
（麻生区34世帯61人）
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自然災害により孤立した場合の対応（滋賀県）

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

角川集会所

（角川区29世帯42人）

 UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。

 高島市内のUPZは山地であることから、自然災害の発生により孤立するおそれが高く、避難にあたり道路が使用できないよ

うな場合には、空路での避難体制が整うまで屋内退避を継続し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 家屋で屋内退避ができない場合は、集会所または一時集合場所で屋内退避を行う。集会所等には、屋内退避が長期化し
たときの生活用品等の備蓄を実施。

 道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交
通の確保に努める。

たか     しま        し

あますがわ

あますがわ

つのがわ

つのがわ

つのがわ

いまづ

き じ やま

き じ やま

ちらら

あそう

くつきにし

おいすぎ

おにゅうだに

なかまき

ふるや

くつきにし

つのがわ

じしはら

じしはら

くつき

能家集会所

（能家区5世帯7人）

のうげ

のうげ

う とう だに

う とう だに

くわばら

くわばら

きょうと    せいか    だいがく    くつき



PAZ

UPZ

自然災害により道路が通行不能な場合の復旧策（自然災害対応）

まい  づる  し
 避難開始前の段階で、避難計画で避難経路として定められている道路が、自然災害により使用できない場合は、PAZの福

井県、おおい町、小浜市は、代替経路を設定するとともに、道路管理者等は復旧作業を実施。

 また、UPZの福井県・京都府・滋賀県及び関係市町においても同様に、避難経路が自然災害により使用できない場合には、

代替経路を設定するとともに、道路管理者等は復旧作業を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、早急に被害状況を把握

し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

ちょう お ばま し

109※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じて支援を実施

＜京都府の管理道路＞

京都府災害対策本部が応
急復旧作業を実施

＜滋賀県の管理道路＞

滋賀県災害対策本部が応
急復旧作業を実施

＜福井県の管理道路＞

福井県災害対策本部が応
急復旧作業を実施

 災害発生時には、各管理道路のパトロールを
実施し、被害の状況等を把握

 道路の被害状況を踏まえ、国、府県、高速道
路会社がそれぞれ建設業協会等と締結してい
る協定等をもとに、応急復旧工事を実施

滋賀県災害対策本部

京都府災害対策本部

福井県災害対策本部

＜直轄国道＞

国土交通省近畿地方整備
局が応急復旧作業を実施

＜舞鶴若狭自動車道＞
高速道路会社（NEXCO）が
応急復旧作業を実施

まいづる わか さ
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豪雪時における除雪体制（自然災害対応）

 豪雪時における除雪計画、広報計画の調整等を目的とし、以下の措置を実施。

 道路管理者、警察、気象台、利用者団体等から構成される情報連絡本部を、福井県においては近畿地方整備局

福井河川国道事務所 、京都府においては近畿地方整備局福知山河川国道事務所、滋賀県においては近畿地方

整備局滋賀国道事務所に設置し、情報を一元化。

 道路管理者は、集中的な大雪時に備えて、他の道路管理者をはじめ、地方公共団体その他関係機関と連携して、

地域特性や降雪の予測精度を考慮し、地域や道路ネットワーク毎に、タイムラインを策定。なお、策定に当たって

は、降雪予測が大きく影響を与えることを踏まえ、冬型の気圧配置により日本海側で数日間の降雪が予測される

場合には、降雪予測を３日先まで拡充し、タイムラインを策定。

＜福井県における情報連絡本部（例）＞

ふく   ち やま

カメラ情報
(各関係機関)

VICS情報
(各関係機関)

気象情報
(福井地方気象台)

その他情報
(各関係機関)

除雪情報
(道路管理者)

各関係機関（福井県・福井県警・中日本高速道路(株)・西日本高速道路(株）
福井河川国道事務所・福井地方気象台・自衛隊）

福井県冬季道路情報連絡室
(国道事務所に設置)

各関係機関（国交省・県・市町・高速道路株式会社・警察等）

情報提供
HP,SNSなど

ドライバー
地元住民

現場作業



２７

１６１

８
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PAZ

UPZ

・最重点除雪路線として積雪深5ｃｍを
基準に除雪開始

・その他主要な道路については、積雪
深10cmを基準に除雪開始

県道241号は最重点除雪
路線として積雪深５ｃｍを
基準に除雪開始

まいづる わか さ

（凡例）除雪活動拠点
国、NEXCO
福井県
関係市町

最重点除雪路線

国道27号、8号、161号

舞鶴若狭自動車道

除雪機械（例）

福井県における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）
 福井県は国土交通省近畿地方整備局や関係機関等との協議を踏まえ、道路雪対策基本計画を定め、短期間の集中降雪

による局地的大雪の発生等に柔軟に対応できる体制を整備。
 福井県は県内外へのアクセス路線となる高速道路ICと主要国道を結ぶ路線や原子力発電所と国道27号を結ぶ幹線道路

等を最重点除雪路線と定め、除雪を重点的に実施するとともに、緊急時には民間除雪機械を最大限まで増強し、避難経路
の除雪を実施。

 直轄道路及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、除雪体制の強化を図り
各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確
保等に努める。

除雪機械の配備台数 うち、おおい町、
小浜市管内

国（近畿地方整備局） 【R7.4現在】 ※福井県内の配備数 １１１台 －

福井県 【R7.11現在】 ２８６台 １６台

関係市町（おおい町、小浜市、高浜町、若狭町、美浜町） 【R7.4現在】 １１２台 １０台

高速道路会社（NEXCO）※1 【R7.10現在】 １１１台 －

民間 【R7.11現在】 ２，２００台 ７６台

※１ ＮＥＸＣＯ中日本敦賀保全サービスセンター、福井保全サービスセンターの保

有台数。なお、舞鶴若狭自動車道の小浜ＩＣ以西はＮＥＸＣＯ西日本の管轄で

あり、除雪機械についてはＰ112を参照。

まいづる わか さ



京都府における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）

PAZ

UPZ

除雪機械（例）

（凡例）除雪活動拠点
国、ＮＥＸＣＯ
京都府
関係市町
京都府道路公社

京都縦貫自動車道

国道27号

舞鶴若狭自動車道

※主要な道路について、積雪深おお
むね10cmを基準に除雪開始

 京都府及び関係市町は毎年度除雪計画を定め、住民生活の安定及び経済活動に不可欠な道路
をあらかじめ除雪路線にしており、路面上の積雪深はおおむね10㎝の時には除雪を実施。京都縦
貫自動車道等については、京都府道路公社が、雪氷対策要領に基づき、迅速かつ適切な雪氷作
業（除雪、凍結防止等の対策）を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、
除雪体制の強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、
凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確保等に努める。

まいづる わか さ

除雪機械の配備台数

国（近畿地方整備局） ※京都府内の配備数 ３３台

京都府 ６３台

関係市町 舞鶴市、綾部市ほか ４４台

京都府道路公社 １０台

高速道路会社（NEXCO） ※１ ６３台

民間 １３２台

112

令和7年4月現在

※１ ＮＥＸＣＯ西日本福知山高速道路事務所、亀岡高速道路
事務所の保有台数

きょうとじゅうかん



PAZ UPZ

161

滋賀県における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）

 滋賀県は、冬季の円滑な道路交通を確保するため、毎年「道路除雪計画」を定め、これに基づき迅
速かつ適切な雪寒対策の実施に努める。

 直轄国道161号については、国土交通省近畿地方整備局が、除雪体制の強化を図り各関係機関の
緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、凍結防止等の対策を行い、冬期間の
交通の確保等に努める。

【凡例】
市内避難経路
県外避難経路
その他の主要な避難経路

除雪機械の配備台数

国（近畿地方整備局） ※滋賀県内の配備数 ４５台

滋賀県 ８１台

高島市 ７５台

民間 ６５５台

※主要な道路について、積雪深
おおむね10cmを基準に除雪開始

除雪機械（例）

（凡例）除雪活動拠点
国
滋賀県

※ 高島市は分散配置

113

令和7年3月現在
（国のみ令和7年4月現在）



7．大飯発電所及び高浜発電所がともに
被災した場合における対応

おお  い

114

たか  はま

＜対応のポイント＞
1. 大飯発電所及び高浜発電所がともに被災した場合は、両地域を一体として

対応にあたることとし、現地における対応を一元化すること。
2. 大飯発電所の原子力災害対策重点区域においては「大飯地域の緊急時対

応」、高浜発電所の原子力災害対策重点区域においては「高浜地域の緊急
時対応」に基づき、それぞれ防護措置を実施するが、両発電所の原子力災
害対策重点区域が重なる地域については、事態が進展した発電所の緊急時
活動レベルに応じた防護措置を先行して実施すること。

おおい

たかはま

おおい たかはま

たかはま

おおい
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大飯地域及び高浜地域のＵＰＺ

8市6町 （福井県おおい町、小浜市、高浜町、若狭町、

美浜町）

 （京都府舞鶴市 、京都市、綾部市、南丹市、

京丹波町、福知山市、宮津市、伊根町）

 （滋賀県高島市）

住民数： 162,952人

1市1町 （福井県おおい町、小浜市）

住民数： おおい町656人、小浜市233人

1市1町 （福井県高浜町、京都府舞鶴市）

住民数： 高浜町6,918人、舞鶴市433人（大浦半
島の一部の住民を含む）

 大飯地域及び高浜地域における原子力災害対策重点区域では、PAZの重なりはなく、大飯地域の
PAZは福井県おおい町及び小浜市、高浜地域のPAZは福井県高浜町及び京都府舞鶴市。

 両地域のUPZは、大部分が重なっており、福井県、京都府、滋賀県の8市6町にまたがる。

出典：国土地理院ホームページ（https://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）
「白地図」国土地理院（https://maps.gsi.go.jp/#10/35.533344/135.689392）をもとに内閣府（原子力防災）作成

原子力災害対策重点区域の概要

京丹波町

京都市

小浜市

美浜町

高島市

綾部市

宮津市

南丹市

若狭町

おおい町

高浜町

宮津市

舞鶴市

ＰＡＺ拡大図

伊根町

10km

5km

ＵＰＺ

ＰＡＺ

伊根町

 ＰＡＺに準じた
 避難を行う地域

福知山市

PAZ
（おおむね5km）

UPZ
（おおむね30km）

大飯発電所

高浜発電所

おおい たかはま

おばましちょう たかはまちょう まいづるし

ちょう お ばま し

たかはまちょう まいづる  し

わかさちょう

みはまちょう

きょうとし あや  べ     し なん たん   し

きょうたん  ば  ちょう ふく    ち   やま   し みや づ   し い    ね ちょう

たか しま   し

たかはま

たかはまちょう まいづる  し おおうら

ちょう お ばま し

ちょう お ばま し たかはまちょう

まいづる  しちょう

お ばま し
たかはまちょう

わかさちょう

みはまちょう

まいづるし

きょうとし

あや べ  し

なんたん しきょうたんばちょう

ふく   ち  やま し

みやづ  し

いねちょう

みやづ  し

たか しま し

たかはま

おおい



原子力災害対策重点区域の人口分布

 大飯地域のみのUPZ内人口※1は18,866人、高浜地域のみのUPZ内人口※2は29,618人。また、両地
域共通のUPZ内人口は114,468人であり、両地域のUPZ内人口は162,952人。

 両地域の原子力災害対策重点区域内（PAZ※3及びUPZ内)の人口は合計で171,192人。

人口：令和７年４月１日時点

116

関係市町名
大飯地域のみのＵＰＺ 両地域共通のＵＰＺ 高浜地域のみのＵＰＺ

合 計
（おおむね５～３０km圏内）

福井県

おおい町 0 人 0 世帯 6,979 人 2,990 世帯 0 人 0 世帯 6,979 人 2,990 世帯

小浜市 0 人 0 世帯 27,213 人 12,127 世帯 0 人 0 世帯 27,213 人 12,127 世帯

高浜町 0 人 0 世帯 2,549 人 1,169 世帯 0 人 0 世帯 2,549 人 1,169 世帯

若狭町 9,876 人 3,392 世帯 3,228 人 1,440 世帯 0 人 0 世帯 13,104 人 4,832 世帯

美浜町 8,627 人 3,600 世帯 0 人 0 世帯 0 人 0 世帯 8,627 人 3,600 世帯

小計 18,503 人 6,992 世帯 39,969 人 17,726 世帯 0 人 0 世帯 58,472 人 24,718 世帯

京都府

舞鶴市 0 人 0 世帯 70,080 人 36,248 世帯 3,818 人 2,035 世帯 73,898 人 38,283 世帯

京都市 235 人 113 世帯 0 人 0 世帯 0 人 0 世帯 235 人 113 世帯

綾部市 0 人 0 世帯 1,223 人 714 世帯 5,877 人 3,169 世帯 7,100 人 3,883 世帯

南丹市 17 人 12 世帯 2,722 人 1,398 世帯 288 人 176 世帯 3,027 人 1,586 世帯

京丹波町 0 人 0 世帯 213 人 102 世帯 2,191 人 1,103 世帯 2,404 人 1,205 世帯

福知山市 0 人 0 世帯 0 人 0 世帯 361 人 177 世帯 361 人 177 世帯

宮津市 0 人 0 世帯 0 人 0 世帯 15,791 人 8,104 世帯 15,791 人 8,104 世帯

伊根町 0 人 0 世帯 0 人 0 世帯 1,292 人 599 世帯 1,292 人 599 世帯

小計 252 人 125 世帯 74,238 人 38,462 世帯 29,618 人 15,363 世帯 104,108 人 53,950 世帯

滋賀県 高島市 372 人 233 世帯 0 人 0 世帯 0 人 0 世帯 372 人 233 世帯

小計 372 人 233 世帯 0 人 0 世帯 0 人 0 世帯 372 人 233 世帯

合 計 19,127 人 7,350 世帯 114,207 人 56,188 世帯 29,618 人 15,363 世帯 162,952 人 78,901 世帯

おおい たかはま

※1 大飯地域のUPZ内人口（140,685人）は、大飯地域のみのUPZ、両地域共通のUPZ及び高浜地域のPAZ内人口を積算。

※3 PAZ内人口については資料P115参照

※2 高浜地域のUPZ内人口(144,714人）は、高浜地域のみのUPZ、両地域共通のUPZ及び大飯地域のPAZ内人口を積算。

おおい たかはま

ちょう

お ばま し

たかはまちょう

わか  さ   ちょう

み   はま ちょう

まい づる  し

きょう  と         し

あや   べ        し

なん    たん し

きょう    たん      ば    ちょう

ふく ち やま し

みや づ し

い ね ちょう

たか しま し



高浜発電所 大飯発電所

福井県高浜原子力防災センター

福井県大飯原子力防災センター
（福井県高浜原子力防災センターからの距離約5km）

【臨時ヘリポート】

おおい町多目的グラウンド

（福井県大飯原子力防災セ
ンターからの距離約200m）

【臨時ヘリポート】

高浜町中央球場

（福井県高浜原子力防災セ
ンターからの距離約2km）

対応の一元化
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 高浜発電所の単独の故障以外については、国の要員等の参集が地理的に容易である福井県大
飯原子力防災センターに現地の対応を一元化する。

 要員の集約先等の判断は、事故警戒本部本部長（原子力規制委員会委員長及び内閣府政策統
括官（原子力防災担当））が、原子力事業者等より報告された事象が原子力規制委員会において
警戒事態に該当すると判断された際に、大飯発電所及び高浜発電所の事態進展の状況を踏まえ
て判断する。

 既に福井県高浜原子力防災センターに参集している要員は、この判断の後、速やかに集約先の
福井県大飯原子力防災センターへ移動を開始する。

※ 自然災害によりオフサイトセンター自体やアクセス道路、臨時ヘリポート等に著しい被害がある場合にはその状況により決定する。
※ 自然災害との複合災害に限らず、それぞれが故障起因の警戒事態以上の場合も、本要件に該当する状況で対応する。
※ 事態の解消等の状況の変化があった場合でも、要員の所在場所の移転は実施しない。

＜要員の集約先（国要員等の派遣先）＞

大飯発電所

警戒事態
の解除

故障要因に
よる警戒事
態の発生、
そのおそれ

不明

（事態進展
の状況）

高
浜
発
電
所

警戒事態
の解除

福井県大飯
原子力防災

センター

福井県大飯
原子力防災

センター

故障要因による
警戒事態の発生、

そのおそれ

福井県高浜
原子力防災

センター

福井県大飯
原子力防災

センター

福井県大飯
原子力防災

センター

不明
（事態進展の

状況）

福井県高浜
原子力防災

センター

福井県大飯
原子力防災

センター

福井県大飯
原子力防災

センター

たかはま おお

い

たかはま

おお い

たかはま おおい

たかはまちょう

たかはま

たかはま

おおい

たかはま

ちょう

おおい

おおい おおい

おおい おおい

おおい おおい

たかはま

たかはま
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 大飯地域及び高浜地域のPAZ内の住民の府県内避難先及び府県外避難先は、重複なく確保済み。

越前市

敦賀市

姫路市

高浜発電所 大飯発電所

※高浜町及びおおい町のPAZに該当する地域の県内避難先は共に敦賀市であるが、避難先施設を重複しないように確保。

PAZ内の住民の避難先

京都市

三田市

宝塚市

川西市

神戸市

猪名川町

つ る

高浜地域 府県内避難先 府県外避難先

高浜町
敦賀市※

敦賀市立松陵中学校（他
１０施設）

三田市

駒ヶ谷運動公園

宝塚市
宝塚市立末広体育館（他１３施設）

猪名川町

猪名川町スポーツセンター（他２施設）

舞鶴市
京都市
  東山青少年活動センター

(他９施設)

神戸市
 田園スポーツ公園（他1施設）

大飯地域 県内避難先 県外避難先

おおい町
敦賀市※

  敦賀市立粟野中学校

川西市
 川西市立加茂小学校（他３施設）

小浜市
越前市
  福井県立武生商工高等学校

姫路市
  姫路市立好古学園大学校

PAZ

UPZ

おおい たかはま

たかはま おおい

きょうとし

ひめじし

こうべし

さんだし い ながわちょう

かわにしし

たからづかし

つるがし

えちぜんし

ちょう
つるがし かわにしし

つるがし あわの かも

おばまし

おおい

たかはま

えちぜんし ひめじし

こうこたけふ

たかはまちょう

つるがし

さんだし

たからづかし

いながわちょう

いながわちょう

こまがたに

しょうりょう
すえひろ

まいづるし

きょうとし

ひがしやま

こうべし

かわにしし

ひめじし

つるがし
たからづかし



PAZ内の住民の施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 大飯地域及び高浜地域のPAZにおいて施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数4,385人（うち
支援者1,037人を含む）について、バス106台、福祉車両59台（ストレッチャー仕様19台、車椅子仕様40台）。

想定対象
人数

必要車両台数※1

備考
バス※２ 福祉車両※３

(ストレッチャー仕様)
福祉車両※３

(車椅子仕様)

学校・保育所の児童等の避難
1,095人

（児童等874人
＋職員221人）

31台
（児童等874人
＋職員221人）

0台 0台 保護者への引き渡しによりその分必要車両台数は減少

医療機関・社会福祉施設入所者（支援者
が同行することで避難可能な者）及びその
支援者の避難

191人
（入所者数104人
＋職員数87人）

6台
（入所者数59人

＋職員数42人）
0台

23台
(入所者45人

＋職員45人)

放射線防護対策が講じられた若狭高浜病院及び若狭高浜
病院付属介護老人保健施設（102人（入所者68人＋職員34
人））については、自施設内の放射線防護区域に移動し、入
所者等の避難に必要な体制が整うまで屋内退避を実施。※4

医療機関・社会福祉施設の入所者のうち、
避難の実施により健康リスクが高まる者
及びその支援者の輸送※5

6人
（入所者数3人
＋職員数3人）

0台
1台

(入所者3人
＋職員3人)

0台

放射線防護対策が講じられた若狭高浜病院及び若狭高浜
病院付属介護老人保健施設125人（入所者83人＋職員42
人））については、自施設内の放射線防護区域に移動するた
め、車両は不要。放射線防護対策が講じられていない施設
は、放射線防護対策施設に輸送。近距離のためピストン輸
送（4往復）を想定。※4

在宅の避難行動要支援者（支援者が同行
することで避難可能な者）及びその支援者
の避難※6

1,215人
（要支援者617人
＋支援者598人）

30台
(要支援者609人
＋支援者590人)

5台
（要支援者5人
＋支援者5人）

2台
（要支援者3人
＋支援者3人）

支援者の車両での避難によりその分必要車両台数は減少

在宅の避難行動要支援者のうち、避難の
実施により健康リスクが高まる者及びそ
の支援者を放射線防護対策施設に輸送

257人
（要支援者129人
＋支援者128人）

0台
12台

(要支援者36人
＋支援者36人)

15台
(要支援者93人
＋支援者92人)

放射線防護対策施設に輸送
高浜町（244人（要支援者122人+支援者122人））については、
近距離のためピストン輸送（4往復）を想定

妊婦・授乳婦・乳幼児・乳幼児とともに避
難する必要のある者、安定ヨウ素剤を服
用できないと医師が判断した者の避難

1,050人 23台※6 1台 0台
「乳幼児とともに避難する必要のある者」は、乳幼児がいる世帯
数（乳幼児を除く）を計上

観光施設から避難する一時滞在者 103人 4台 0台 0台
1日あたりの観光客数のうち、9割以上が自家用車で訪問し
ていることを踏まえ、その1割を想定対象人数として算入

海水浴場から避難する一時滞在者 468人 12台 0台 0台
１日あたりの海水浴客のうち、9割以上が自家用車で訪問し
ていることを踏まえ、その1割を想定対象人数として算入

合 計 4,385人 106台 19台 40台
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※1 数字は現段階で関係市町が把握している暫定値であり、大飯地域及び高浜地域でそれぞれ必要となる台数を積算した数
※2 バスは１台当たり45人程度の乗車を想定
※3 福祉車両（ストレッチャー仕様）は1台当たり1人、福祉車両（車椅子仕様）は1台当たり2人の避難行動要支援者を搬送することを想定
※4   若狭高浜病院及び若狭高浜病院付属介護老人保健施設において屋内退避中には、職員１人がおおむね２人程度の入所者を対応

※5 「避難の実施により健康リスクが高まる者」は、輸送等の避難準備が整うまで放射線防護対策施設内に屋内退避（放射線防護対策施設から避難する場合には、別途車両の確保が必要）
※6 舞鶴市におけるバス必要台数については、PAZ（松尾・杉山地区）に1台、PAZに準じた避難を行う地域（大山地区、田井地区、成生地区、野原地区）に2台を配車し、支援者の車両等で避難することが困難な在宅の避難行動要支援者及びその他の施設敷地緊急

事態要避難者等（妊婦・授乳府・乳幼児の保護者等）を搬送することを想定

たかはまおおい

※6
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PAZ内の住民の施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力の確保①

 大飯地域及び高浜地域で施設敷地緊急事態が発生した時には、在宅の要支援者の避難等のため
に、福井県の嶺南地方や京都府内のバス会社が保有する車両のほか、関西電力(株)が配備する車
両により、必要車両数を重複なく確保。

確保車両台数
備考

バス
福祉車両

(ストレッチャー仕様)

福祉車両

(車椅子仕様)

（A）必要車両台数 １０６台 １９台 ４０台

（B）確保車両台数 計１０６台 計１９台 計４０台

確
保
先

・おおい町、高浜町、小浜市
・社会福祉協議会等（３市町）

１台 ５台 ２１台

保有車両台数
バス ２台
福祉車両（ストレッチャー） １６台
福祉車両（車椅子） ６４台

バス会社（福井県嶺南地方） ９８台 － －
保有車両台数

バス ２２２台

舞鶴市 ２台 － １台

保有車両台数
バス ２台
福祉車両（ストレッチャー、車椅子兼用） ６台
福祉車両（車椅子） ５台

京都府内のバス会社等
社会福祉施設

２台 － －

保有車両台数（バス会社等）
バス ２,１９４台
タクシー ５,９４８台

保有車両台数（社会福祉施設）
福祉車両（ストレッチャー） ３２台
福祉車両（車椅子） ７６台

関西電力(株) ３台 １４台 １８台

保有車両台数
バス ５台
福祉車両（ストレッチャー、車椅子兼用） ２１台
福祉車両（車椅子） １１台

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が
必要に応じ支援を実施

たかはまおおい

れいなん

ちょう たかはまちょう お ばま  し

まいづる し

れい なん
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PAZ内の住民の施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力の確保②

市町 おおい町 小浜市 高浜町 舞鶴市

車両種別 バス

福祉車両
（ストレッ
チャー仕

様）

福祉車両
（車椅子仕様）

バス

福祉車両
（ストレッ
チャー仕

様）

福祉車両
（車椅子仕様）

バス

福祉車両
（ストレッ
チャー
仕様）

福祉車両
（車椅子仕様）

バス

福祉車両
（ストレッ
チャー
仕様）

福祉車両
（車椅子仕様）

(Ａ)必要車両台数 １０台 ２台 １台 ２台 ０台 ３台 ８９台 １１台 ３５台 ５台 ６台 １台

(B)確保車両台数 １０台 ２台 １台 ２台 ― ３台 ８９台 １１台 ３５台 ５台 ６台 １台

確
保
先

・おおい町
・社会福祉協議会
等（おおい町）
・小浜市
・社会福祉協議会
等（小浜市）
・高浜町
・社会福祉協議会
等（高浜町）

― ２台 １台 ― ― ２台 １台 ３台 １８台 ― ― ―

バス会社（福井県
嶺南地方）

９台 ― ― ２台 ― ― ８７台 ― ― ― ― ―

舞鶴市 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ２台 ― １台

・京都府内のバス
会社等
・京都府内の社会
福祉施設

― ― ― ― ― ― ― ― ― ２台 ― ―

関西電力(株) １台 ― ― ― ― １台 １台 ８台 １７台 １台 ６台 ―

＜各市町別の確保先＞
ちょう おばまし たかはまちょう まいづる し

ちょう

ちょう

お ばま し

お ばま し

たかはまちょう

たかはまちょう

まいづる し

れい なん
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PAZ内の住民の全面緊急事態で必要となる輸送能力及びその確保

 大飯地域及び高浜地域のPAZにおいて全面緊急事態で必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民、
合計282人分、バス12台。

 両地域で全面緊急事態が発生した時には、福井県の嶺南地方や京都府内のバス会社等が保有する車両のほか、
関西電力(株)が配備する車両により、必要車両数を重複なく確保。

 車両及び運転者については、福井県バス協会、京都府バス協会等の協力により、更に余裕を持った台数・人数を
確保。

想定対象人数 必要車両台数 備考

自家用車での避難ができない住民 ２８２人 １２台 １台当たり４５人程度の乗車を想定

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※1

＜両地域において全面緊急事態となった場合に必要となる輸送能力＞

確保車両台数
備考

バス

市町 おおい町 小浜市 高浜町 舞鶴市

（A）必要車両台数 １台 ２台 ３台 ６台

（B）確保車両台数 １台 ２台 ３台 ６台

確
保
先

バス会社［福井県嶺南地方］ １台 ２台 ２台 ― 保有車両台数 バス ２２２台

舞鶴市 ― ― ― ２台 保有車両台数 バス ２台

京都府内のバス会社等 ― ― ― ３台

保有車両台数 バス ２,１９４台（乗合含む）
タクシー ５,９４８台

※タクシーを用いた避難が実施できた分必要バ
ス台数は減少。

関西電力(株) ― ― １台 １台 保有車両台数 バス ５台

＜両地域において全面緊急事態となった場合の輸送能力の確保＞

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施

たかはまおおい

れいなん

ちょう おばまし たかはまちょう まいづる し

まいづる し
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UPZ内の住民の避難先

大阪府

 大飯地域及び高浜地域のUPZ内の住民の府県内避難先及び府県外避難先は、重複なく確保済み。

高浜UPZ 大飯UPZ

府県内避難先 府県外避難先

福井県 ５市町 兵庫県 ２２市町

京都府
１５市町

（市内避難を含む）

兵庫県 １９市町

徳島県 ３市町

滋賀県
１市他

（市内避難を含む）
大阪府 ３市

おおい たかはま

たかはま おおい
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福井県 バス 車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

必要車両台数 ６５台 ８２台 ７１台
・ 住民の5%がバスによる一時移転等が必要と想定
・ 車椅子車両・ストレッチャー車両はピストン輸送（１４往復）を想定

県内の車両保有数 ８５９台 ８９３台 ２１４台
・ 福井県及び県内UPZ市町における医療機関や社会福祉施設等に

おける保有台数の合計数（消防の保有する救急車の台数を除く）

京都府 バス 車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

必要車両台数 １，７３６台 ８３台 ４７台

・ 住民の75%がバスによる一時移転等が必要となると想定
・ 京都府内は、大飯UPZの京都市（235人）、南丹市の一部（17人）以

外は高浜のUPZに含まれているため、高浜のUPZの必要台数（車椅
子：82台、ストレッチャー：47台）に、大飯のUPZである京都市分（車
椅子：1台）を加えた合計（南丹市の一部は福祉車両不要）

・ 車椅子車両・ストレッチャー車両はピストン輸送（１４往復）を想定

府内の車両保有数 ２，１９４台 １４８台 ７７台
・  京都府及び府内ＵＰＺ市町における医療機関や社会福祉施設等に

おける保有台数の合計数（消防の保有する救急車の台数を除く）

滋賀県 バス 車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

必要車両台数 ４４台 ５台 １台
・ 滋賀県は、高浜のUPZでは人口が0人のため、大飯地域のUPZ内
の合計数
・ 車椅子車両・ストレッチャー車両はピストン輸送（１４往復）を想定

県内の車両保有数 ４２８台 ２０４台 ９台
・UPZの医療機関・社会福祉施設等や県内行政・タクシー会社におけ

る保有台数の合計数（消防の保有する救急車の台数を除く）

府県タクシー協会に所属
するタクシー会社が保有

するタクシー台数

福井県タクシー協会 ７８９台
京都府タクシー協会 ５，９４８台
滋賀県タクシー協会 ９７８台

・ 一般タクシーは、車椅子（大型電動車椅子を除く）を荷台に積むこと
や座席のリクライニング利用や支援者の同伴により、福祉車両と同等
の輸送能力が確保可能

※ 福祉車両の必要台数は、大飯地域の緊急時対応及び高浜地域の緊急時対応においてそれぞれ必要とされる台数を積算した数

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

UPZ内の住民の一時移転等で必要となる輸送能力及びその確保
 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に留意。ここではあえて、大飯地域及

び高浜地域のUPZ全域が、一時移転等を実施すると仮定した場合の輸送能力を確保する。
 なお、府県内の輸送手段では不足する場合、バスについては関西広域連合等関係機関が府県及び隣接府県等の関係団体から輸送手

段を調達する。
 また、要支援者の一時移転等の際には、まずは府県内で保有している福祉車両を利用して避難することを優先するが、それでも不足す

るような場合には、各府県タクシー協会に所属するタクシーを活用。それでも必要車両数が確保できない場合には、国の原子力災害対
策本部にて福祉車両の確保に向けた調整を行う。

府県のバス会社が保有
するバス台数

福井県８５９台 京都府２，１９４台 滋賀県４２８台

たかはま

おおい



＜対応のポイント＞

1. １・２号機のみにおいて発災した場合、全面緊急事態に至った段階で、UPZ内
の住民は屋内退避を実施する。

2. ３・４号機においても発災している場合には、３・４号機に係るPAZとしての防
護措置を行う。

3. 放射性物質の放出後は、緊急時モニタリングの結果を踏まえて、原子力災害
対策指針で定める基準（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える
地域を特定し、当該地域の住民が一時移転等を行うこととなるため、一時移
転等できる体制を整備。

8．冷却告示の対象である
1・2号機に係る対応
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１･２号機に係る原子力災害対策重点区域
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1・2号機に係る原子力災害対策重点区域の概要

 大飯発電所１･２号機は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく廃止措置計画
の認可を受け、かつ、照射済燃料集合体が十分な期間冷却された発電用原子炉施設として原子力規制委
員会が告示において定めている。

 この告示により、大飯発電所１･２号機に係る原子力災害対策重点区域の範囲は、ＰＡＺなし、ＵＰＺおおむね
５ｋｍ圏内となり、具体的には、３･４号機に係るＰＡＺと同一の範囲としている。

 １･２号機のみにおいて発災した場合、全面緊急事態に至った段階で、ＵＰＺ内（おおむね５ｋｍ圏内）の住民
は屋内退避を実施。

 放射性物質の放出後、原子力災害対策本部が、緊急時モニタリングの結果に基づき、毎時20μＳｖを超過し
た時からおおむね１日が経過した時の空間放射線量率が毎時20μＳｖを超過している地域を特定。当該地
域の住民は原子力災害対策本部の指示により１週間程度内に一時移転等を実施。

 なお、３・４号機においても発災している場合には、３・４号機に係るＰＡＺとしての防護措置をとることとなる。

おおい

おおい

ＵＰＺ

大島

＜おおむね5km圏内＞
ＵＰＺ（緊急防護措置

を準備する区域）
Urgent Protective Action 
Planning Zone

⇒ 事態の進展等に応じて、屋
内退避や段階的な避難等の
緊急防護措置を準備する区
域

１市1町（おおい町、小浜市）
住民数：889人

人口：令和7年４月１日時点
（凡例）

： モニタリングポスト

ちょう おばまし

対象地区
想定対象

人数
避難行動
要支援者

お
お
い
町

大島地区 ６５６人 ２２人

小
浜
市

内外海地区

（泊、堅海）
２３３人 ４人

合    計 ８８９人 ２６人

ち
ょ
う

お     

ば 

ま     

し

おおしま

内外海
うち と み

おおしま

うち と み

とまり かつみ
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